
 
 
 
 

 

公益社団法人大阪聴力障害者協会 

入 会及び会費等 関 規則 

  
目的   

第 条 規則 公益社団法人大阪聴力障害者協会 協会 いう 定款第 条及び第
条 第 条 規定 基 協会 会員 入会及び 会並び 会費 関し必要

項 定 会員 地位 安定 伴う会費収入 確保 協会 財務基
盤 確立 目的  

入会手続   
第 条 協会 会員又 賛助会員 う 個人 入会申込書 第 号様式 協

会 提出し い  
 協会へ 入会申込 疑問点 あ 場合 入会 保留 し 次 入会 可否 決定

 
 過去 協会 会員 あ 者 除 協会 会員資格 喪失し い 者 総

会 入会 可否 決定  
 務局 理 会 入会 可否 決定 必要 断し 者 理 会 入会 可否

決定  
 記 外 者 入会 可否決定 不要  
 記 入会 可否 決定し 会長 入会申込者 結果 通知

し い  
会員 簿   

第 条 入会者 会員 種 会員 簿 様式第 号 登録  
 会員 簿 登録 会員 関 情報 い 公開 可否 い 人 意
向 十分尊重し 慎重 扱わ い  

 会員 簿 居住地 公開し い場合 範 多様 被害 防 観点
次 通  

 政 市 ○○区ま  
 大阪府各市居住者 ○○市ま  
 大阪府各郡居住者 ○郡ま  

入会金及び会費   
第 条 入会金 無 し 会費 金額及び納期並び 減免 関 扱い い 次 掲

 
 会員 会費 一人年額 万 千  

規則 個人会員 称  
 賛助会員 会費 一人年額 千  
 会計年度中 日～翌年 日ま 満 才 者 会員及び賛助
会員 し高等学校 定時制 除く 及び う学校高等部 科在籍中 者 除く  

 会費 組織規則第 条 ， 項 定 大阪市ブロック 大阪府 ブロック 該当
地域・地区 会員 構成 聴力障害者団体会費一人 千 含  

夫婦減額   
第 条 夫婦 双方 会員 あ 時 会費 一人年額 万 千 百 減額し 夫婦 人 万

千 納入  
規則 夫婦会員 称  

高齢者減額   
第 条 会員 会計年度中 満 才 時 会費 一人年額 万 千 減額  

規則 高齢者個人会員 称  
高齢者夫婦減額   

第 条 夫婦 双方 会員 あ い 一方 会計年度中 満 才 時 他



 
 
 
 

一方 年齢 関係 く 会費 一人年額 万 千 減額し 夫婦 人 万
千 納入  

規則 高齢者夫婦会員 称  
学生減額   

第 条 
 

会員 会計年度中 学生 あ 者 会費 年額 千 減額  
学生 う学校専攻科 専門学校 短期大学 大学 夜間部 含 但し通信

制 除く 大学院 在籍中 者  
規則 学生会員 称  

特 減額   
第 条 会員資格 し 生活保護 い 等 理由 会員 理 会 承認 得

会費 一人年額 千  
規則 特 会員 称  

原則 確認   
第10条 親子 兄弟 会員 時 ま 夫婦 一方 会員 他 一方 賛助会員

時 会費 減額 行 わ い  
納入   

第11条 会費 年度 日ま 納入 原則 し 遅く 年度
ま 収 い  

日ま 年度 会費 納入 い時 会報 他 文章 付 停
 

 新入会員 入会申込 時 会費 納 い  
会費 使途    

第1「条 第 条 第 条 会費 一 業年度 合計額 ％ 当該年度 公益目
的 業 外 使用  

会   
第1」条 会員 会届 第 号様式 提出し 任意 会  

 前項 場合 会員 納入し 会費 い 返還し い  
 前項 規定 会員 会し 会員 簿 登録 重 消し線 抹消  
 定款第 10 条 規定 会 外 由 会員 資格 喪失し 場合 い
前項 様 会員 簿 登録 重 消し線 抹消  

再入会   
第 14 条 過去 協会 会員 あ 者 再入会 希望 場合 第 条 規定 準用  

規則 改廃   
第 15 条 規則 改廃 理 会 い 総理 分 意 得 総会 承認

い  
補則   

第 16 条 規則 施行 い 必要 項 会長 定  
  

附則 規則 協会 設立 登記 日 施行  

 

 


